
平成２８年６月１４日 

遠軽町条例第２０号 

遠軽町議会基本条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

遠軽町長 佐々木修一 

遠軽町議会基本条例の一部を改正する条例 

遠軽町議会基本条例（平成２５年遠軽町条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第２号中「町の花」の次に「、町の石、町の魚及び町の蝶」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


